
 令和５年 

第１回市議会定例会 議案第３９号 

函館市国民健康保険条例の一部改正について 

 函館市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和５年２月２７日提出 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

   函館市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

函館市国民健康保険条例（昭和４４年函館市条例第２６号）の一部を

次のように改正する。 

第４条第１項中「４０万８，０００円」を「４８万８，０００円」に

改める。 

第９条第２号および第１１条第１項中「附則第３５条の２の６第１１

項または第１５項」を「附則第３５条の２の６第８項または第１１項」

に，「附則第３５条の２の６第１５項」を「附則第３５条の２の６第11

項」に改める。 

第１３条第１項第１号中「１００分の４８」を「１００分の４７」に

改め，同項第２号中「１００分の３２」を「１００分の３３」に改める。 

第１３条の６の５第１項第１号中「１００分の４８」を「１００分の

４７」に改め，同項第２号中「１００分の３２」を「１００分の３３」

に改める。 

第１３条の６の１０中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

第１３条の１０第１項第１号中「１００分の４８」を「１００分の47」 

に改め，同項第２号中「１００分の３２」を「１００分の３３」に改め

る。 

第１９条第１項第２号中「２８万５，０００円」を「２９万円」に改

め，同項第３号中「５２万円」を「５３万５，０００円」に改め，同条

第２項中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

第２４条の２第２項中「雇用保険受給資格者証」の後ろに「または同



令第１９条第３項に規定する雇用保険受給資格通知」を加える。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。ただし，第９条およ

び第１１条第１項の改正規定は，令和６年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第４条第１項の規定は，この条例の施行の日以後の出産に

係る出産育児一時金について適用し，同日前の出産に係る出産育児一

時金については，なお従前の例による。 

３ 改正後の第１３条第１項，第１３条の６の５第１項，第１３条の６

の１０，第１３条の１０第１項ならびに第１９条第１項および第２項

の規定は，令和５年度以後の年度分の保険料について適用し，令和４

年度分までの保険料については，なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 出産育児一時金の支給額ならびに保険料の所得割等の賦課割合および

後期高齢者支援金等賦課限度額を改定し，国民健康保険法施行令の一部

改正に伴い保険料の減額に関する基準を改め，ならびに地方税法の一部

改正に伴う規定の整備等をするため 


